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 取得予定地位置図  

議案第　　　号

　　　　市道路線の認定及び廃止について

　道路法第８条及び第１０条第１項の規定により、次のとおり市道路線を認定

及び廃止する。

　　　　　平成２６年 ２ 月１８日提出

　　川崎市長　　福　田　紀　彦

１　認定

整理 図面

番号 番号

大 師 町 川崎区 大師町 １３番 ３４先

第 １ ２ 号 線 川崎区 大師町 １３番 ４８先

大 師 町 川崎区 大師町 １３番 ４８先

第 １ ３ 号 線 川崎区 大師町 １３番 ２３先

大 師 町 川崎区 大師町 １４番 ８先

第 １ ４ 号 線 川崎区 大師町 １４番 ２４先

桜 本 川崎区 桜本２丁目 １１番 ４４先

第２１７号線 川崎区 桜本２丁目 １１番 ４１先

下 小 田 中 中原区 下小田中４丁目 ３２８番 ４先

第２２６号線 中原区 下小田中４丁目 ３２８番 ８先

久 地 高津区 久地１丁目 ４２８番 １４先

第１４４号線 高津区 久地１丁目 ４２８番 ２３先

野 川 宮前区 野川 ２３２０番 １先

第５０７号線 宮前区 野川 ２３１７番 ７４先

菅 生 宮前区 菅生１丁目 １９７４番 １１先

第８２２号線 宮前区 菅生１丁目 １９０５番 ５１先

中 野 島 多摩区 中野島４丁目 １５４９番 ６先

第２１５号線 多摩区 中野島４丁目 １５８１番 ２０先

上 麻 生 麻生区 上麻生３丁目 １７３９番 ４先

第４１５号線 麻生区 上麻生３丁目 １７３９番 １０先
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議案第３０号  

 

市道路線の認定及び廃止について  

 

道路法第８条及び第１０条第１項の規定により、次のとおり市道路線を認定

及び廃止する。  

 

            平成２６年 ２ 月１８日提出  

                川崎市長 福 田 紀 彦  

 

 



２　廃止

整理 図面

番号 番号

菅 生 宮前区 菅生１丁目 ７８６番 ２先

第１３４号線 宮前区 菅生１丁目 １９０５番 ５１先

菅 生 宮前区 菅生１丁目 １９７４番 １１先

第１３８号線 宮前区 菅生１丁目 １９７９番 ２先

上 麻 生 麻生区 上麻生６丁目 ９１０番 先

第２４２号線 麻生区 上麻生６丁目 ９１５番 １先

上 麻 生 麻生区 王禅寺東４丁目 １７６８番 ２先

第３７６号線 麻生区 王禅寺東４丁目 １７７０番 ２先

路 線 名
起 点

終 点

１４ １１

１０１３

１２ ９

９１１



 

認 定 理 由 

図面番号① 

 本箇所は、道路敷地が本市に寄附され、一般交通に必要なので、これを市道

として認定したい。 

 

見取図（川崎区大師町地内）             整理番号１、２、３ 
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認 定 理 由 

図面番号② 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（川崎区桜本２丁目地内）               整理番号４ 
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認 定 理 由 

図面番号② 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（川崎区桜本２丁目地内）               整理番号４ 

 

 

 

 

 

 

 

認 定 理 由 

図面番号③ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（中原区下小田中４丁目地内）             整理番号５ 
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認 定 理 由 

図面番号④ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（高津区久地１丁目地内）               整理番号６ 
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認 定 理 由 

図面番号④ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（高津区久地１丁目地内）               整理番号６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

認 定 理 由 

図面番号⑤ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（宮前区野川地内）                  整理番号７ 
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認 定 理 由 

図面番号⑥ 

 本箇所は、旧路線の一部が道路拡幅事業により他の路線に取り込まれたため、

残置路線を再度、市道として認定したい。 

 

見取図（宮前区菅生１丁目地内）               整理番号８ 
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認 定 理 由 

図面番号⑦ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（多摩区中野島４丁目地内）              整理番号９ 
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認 定 理 由 

図面番号⑧ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（麻生区上麻生３丁目地内）             整理番号１０ 
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認 定 理 由 

図面番号⑧ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（麻生区上麻生３丁目地内）             整理番号１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃 止 理 由 

図面番号⑨ 

 本箇所は、道路拡幅事業により他の路線に取り込まれてしまうため、路線の

一部及び全てを、廃止したい。 

 

見取図（宮前区菅生１丁目地内）           整理番号１１、１２ 
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廃 止 理 由 

図面番号⑩ 

 本箇所は、一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

 

見取図（麻生区上麻生６丁目地内）             整理番号１３ 
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廃 止 理 由 

図面番号⑩ 

 本箇所は、一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

 

見取図（麻生区上麻生６丁目地内）             整理番号１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃 止 理 由 

図面番号⑪ 

 本箇所は、路線の一部が一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

 

見取図（麻生区王禅寺東４丁目地内）            整理番号１４ 
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